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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
主
名
簿
・
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
を

　

め
ぐ
る
問
題
と
行
使
状
況
に
つ
い
て

―
R

. S. T
hom

as

に
よ
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
関
連
ケ
ー
ス
の
リ
サ
ー
チ
よ
り―

木　
　

俣　
　

由　
　

美

第
一
章　

序
論

　

株
主
が
会
社
の
情
報
を
収
集
し
会
社
経
営
が
健
全
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
調
査
す
る
た
め
に
有
す
る
権
利
と
し
て
、
株
主
名
簿
、
会
計
帳

簿
、
定
款
、
取
締
役
会
議
事
録
、
株
主
総
会
議
事
録
、
計
算
書
類
、
監
査
報
告
書
な
ど
、
様
々
な
文
書
・
資
料
（
ま
た
は
そ
れ
ら
の
電
磁
的

記
録
）
の
閲
覧
請
求
権
が
あ
る
。
な
か
で
も
、
相
当
数
の
権
利
行
使
の
実
績
と
そ
れ
に
伴
う
判
例
の
集
積
が
あ
り
、
実
際
に
問
題
の
多
い
も

の
は
、
は
じ
め
の
二
つ
、
す
な
わ
ち
、
株
主
名
簿
閲
覧
請
求
権
お
よ
び
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
で
あ
る
。
我
国
の
商
法
（
会
社
法
）
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
権
利
に
つ
き
、
母
法
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
制
定
法
、
判
例
法
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
そ
の
行
使
要
件
な
ど
に
つ
い
て
、
独
自
の
ス

タ
ン
ス
を
と
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
株
主
に
よ
る
経
営
の
監
督
是
正
を
実
質
的
な
も
の
と
す
る
前
提
的
権
利
で
あ
る
点（
１
）
で
、
こ
れ
ら
株
主
の

情
報
収
集
権
は
と
り
わ
け
重
要
な
地
位
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
株
主
が
そ
の
監
督
是
正
権
を
行
使
す

る
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
会
社
側
に
情
報
を
示
さ
せ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
株
主
名
簿
の
場
合
に
は
、
一
方
で
請
求
株

主
以
外
の
株
主
ら
の
個
人
情
報
が
流
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
保
護
す
る
必
要
が
あ（
２
）
る
。
ま
た
、
会
計
帳
簿
の
場
合
に
は
、
会
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社
の
具
体
的
な
経
営
上
の
業
績
、
損
益
等
に
迫
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
会
社
の
機
密
事
項
が
明
る
み
に
出
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ（
３
）
る
。

こ
の
点
を
考
慮
し
て
、
平
成
一
七
年
六
月
三
〇
日
に
新
し
く
成
立
し
た
会
社
法
は
、
株
主
名
簿
閲
覧
請
求
権
に
関
し
て
、
会
社
が
株
主
や
債

権
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
を
拒
否
で
き
る
事
由
を
明
記
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
不
当
目
的
に
基
づ
く
濫
用
的
な
請
求
に
対
し
て
会
社
は
権
利
濫

用
を
理
由
に
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
最
高
裁
の
判（
４
）
決
に
基
づ
き
、
実
際
の
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
新
し
い
会
社
法
一
二
五

条
で
は
、
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
規
定
に
な
ら
い
、
株
主
権
行
使
に
関
す
る
調
査
以
外
の
目
的
、
会
社
の
業
務
の
遂
行
を
妨
げ
る
目
的
が
あ
る

場
合
や
、
本
来
の
競
争
関
係
に
あ
る
事
業
を
営
む
者
の
請
求
な
ど
に
対
し
て
、
会
社
は
株
主
の
閲
覧
請
求
を
拒
み
得
る
こ
と
に
な
っ
た
（
５
）。
会

計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
に
関
し
て
は
、
四
三
三
条
二
項
で
、
請
求
拒
否
事
由
に
つ
き
株
主
名
簿
閲
覧
請
求
規
定
と
同
様
の
事
由
を
列
挙
し
て
規

定
を
整
備
し
た
上
で
、「
不
適
当
な
る
時
」
の
請
求
（
旧
商
法
二
九
三
条
ノ
七
第
四
号
）
に
つ
い
て
の
み
、
拒
否
事
由
か
ら
削
除
し
た
（
６
）。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
の
制
定
法
（
各
州
会
社
法
）
の
多
く
が
会
計
帳
簿
の
閲
覧
に
関
し
て
も
単
独
株
主
権
と
し
て
い
る
点
や
、
請
求
が

拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
開
示
の
命
令
を
申
立
て
得
る
手
続
上
の
点
な
ど
が
大
き
く
異
な
る
（
７
）。

　

で
は
、
我
国
に
お
け
る
株
主
名
簿
閲
覧
請
求
権
、
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
、
行
使
し
に
く
い
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
確
か
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
単
独
株
主
権
で
あ
り
、
し
か
も
迅
速
な
略
式
手
続
に
よ
り
裁
判
所
が
開
示
命
令
を

出
す
こ
と
で
権
利
が
実
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
情
報
の
内
容
に
よ
っ
て
は
請
求
株
主
に
向
け
て
情
報
提
示
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
の
は
、
ア

メ
リ
カ
の
会
社
と
て
同
じ
で
あ
る
。
我
国
よ
り
も
委
任
状
合
戦
が
盛
ん
な
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
株
主
名
簿
の
提
示
を
し
ぶ
る
気
持
ち
は

尚
更
で
あ
ろ
う
し
、
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
も
、
会
社
の
機
密
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
た
め
、
と
り
あ
え
ず
提
示
を
拒
否
し
て
お
く
と
い
う

戦
略
に
出
る
ケ
ー
ス
が
多（
８
）
い
。
ま
し
て
、
我
国
の
よ
う
に
請
求
に
つ
き
正
当
目
的
が
な
い
こ
と
の
立
証
責
任
が
会
社
側
に
あ
る
、
と
い
う
判

例
の
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
原
告
株
主
側
に
厳
し
い
結
果
と
な
る
こ
と
も
、
ま
ま
あ
る
。

　

本
論
文
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
各
州
会
社
法
域
の
中
で
も
中
心
的
立
場
に
あ
る
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
（
９
）の
「
株
主
調
査
権
」
に
関
す
る
規
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定
、
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
（T

he D
elaw

are Inspection Statute §220

）
の
も
と
で
実
際
に
ど
の
程
度
株
主
側
の
請
求
が
認
め
ら
れ
、
株

主
名
簿
、
会
計
帳
簿
の
閲
覧
に
成
功
し
て
い
る
の
か
を
リ
サ
ー
チ
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
著
名
な
論（
亜
）
文
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て

我
国
に
お
い
て
参
考
と
な
る
点
に
つ
き
、
検
討
す
る
。
我
国
で
株
主
、
特
に
外
国
人
株
主
の
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
昨（
唖
）
今
、
株
主
の
情
報

収
集
権
の
行
使
の
頻
度
も
増
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
現
状
は
今
後
の
我
国
に
と
り
、
大
い
に
参
考
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

註（
１
）　

上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
９
）
株
式
会
社
の
計
算
（
２
）』
和
座
一
清
二
〇
一
頁
（
一
九
八
八
）
参
照
。

（
２
）　

株
主
名
簿
閲
覧
請
求
制
度
と
個
人
情
報
保
護
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
焦
点
を
絞
り
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
株
主
名
簿
の
閲
覧
と
株
主
情

報
の
保
護
」
商
事
一
七
一
〇
号
七
五
頁
（
二
〇
〇
四
）
参
照
。

（
３
）　

株
主
の
経
営
監
督
・
是
正
の
た
め
に
、
会
計
帳
簿
閲
覧
権
が
と
り
わ
け
重
要
な
会
社
の
経
営
状
態
の
情
報
収
集
・
調
査
権
で
あ
る
と
し
つ
つ

も
、
そ
の
権
利
行
使
に
よ
り
会
社
の
機
密
が
漏
洩
す
る
危
険
を
考
慮
し
、
新
た
な
要
件
立
て
を
試
み
る
論
文
と
し
て
、
拙
稿
「
適
切
な
経
営
監
視
の

た
め
の
株
主
の
情
報
収
集
権―

会
計
帳
簿
閲
覧
権
を
中
心
に―

」
産
大
法
学
三
八
巻
一
号
一
頁
（
二
〇
〇
四
）
参
照
。

（
４
）　

最
判
平
成
二
年
四
月
一
七
日
判
時
一
三
八
〇
号
一
三
六
頁
。

（
５
）　

会
社
法
一
二
五
条
は
二
項
で
、
請
求
者
に
請
求
理
由
の
明
示
を
要
求
し
、
さ
ら
に
三
項
で
、
会
社
の
拒
否
事
由
を
列
挙
す
る
。

一
二
五
条
二
項　

株
主
及
び
債
権
者
は
、
株
式
会
社
の
営
業
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
請
求
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

一
号　

株
主
名
簿
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

　
　
　
　

二
号　

株
主
名
簿
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
法
務
省
令
で
定

め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

一
二
五
条
三
項　

株
式
会
社
は
、
前
項
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な

い
。
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一
号　

当
該
請
求
を
行
う
株
主
又
は
債
権
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。）
が
そ
の
権
利
の
確
保
又
は
行
使
に
関

す
る
調
査
以
外
の
目
的
で
請
求
を
行
っ
た
と
き
。

　
　
　
　

二
号　

請
求
者
が
当
該
株
式
会
社
の
業
務
の
遂
行
を
妨
げ
、
又
は
株
主
の
共
同
の
利
益
を
害
す
る
目
的
で
請
求
を
行
っ
た
と
き
。

　
　
　
　

三
号　

請
求
者
が
当
該
株
式
会
社
の
業
務
と
実
質
的
に
競
争
関
係
に
あ
る
事
業
を
営
み
、
又
は
こ
れ
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
と

き
。

　
　
　
　

四
号　

請
求
者
が
株
主
名
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
よ
っ
て
知
り
得
た
事
実
を
利
益
を
得
て
第
三
者
に
通
報
す
る
た
め
請
求
を
行
っ
た

と
き
。

　
　
　
　

五
号　

請
求
者
が
、
過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
株
主
名
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
よ
っ
て
知
り
得
た
事
実
を
利
益
を
得
て
第
三
者
に

通
報
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

（
６
）　

四
三
三
条
一
項
柱
書
で
「
株
式
会
社
の
営
業
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
・
・
・
・
・
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
改
正
さ
れ
た
。
そ
れ
以
外

は
、
総
株
主
の
議
決
権
の
一
〇
〇
分
の
三
以
上
の
行
使
要
件
な
ど
、
旧
法
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
る
。

（
７
）　

ア
メ
リ
カ
の
主
だ
っ
た
州
の
制
定
法
に
つ
い
て
は
株
主
名
簿
閲
覧
請
求
規
定
に
つ
き
、
拙
稿
、
前
掲
注
（
２
）
七
九
頁
以
下
参
照
。
会
計
帳
簿

閲
覧
請
求
規
定
に
つ
き
、
拙
稿
、
前
掲
注
（
３
）
二
〇
頁
以
下
参
照
。

（
８
）　

拙
稿
、
前
掲
注
（
２
）
七
九
頁
参
照
。

（
９
）　

R
. R

om
ano, T

he G
enius of A

m
erican C

orporate L
aw

 42 (1993).
 

（
10
）　

R
. S. T

hom
as, Im

proving Shareholder M
onitoring of C

orporate M
anagem

ent by E
xpanding Statutory A

ccess to Inform
ation, 38 

A
rizona L

aw
 R

eview
 331 (1996).

（
11
）　

株
主
総
会
に
お
い
て
会
社
側
議
案
に
対
し
て
「
否
」
の
意
思
表
示
を
し
た
外
国
人
機
関
投
資
家
の
割
合
は
、
二
〇
〇
二
年
度
に
は
回
答
会
社
の

二
九
・
七
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
度
に
は
四
三
・
六
％
、
二
〇
〇
四
年
度
に
は
五
割
を
超
え
、
二
〇
〇
五
年
度
株
主
総
会
で
は
回
答
会
社
一

九
三
八
社
の
う
ち
五
五
・
七
％
に
の
ぼ
る
（
商
事
一
六
四
七
号
六
七
頁
（
二
〇
〇
二
）、
一
六
八
一
号
七
一
頁
（
二
〇
〇
三
）、
一
七
一
五
号
六
七
頁

（
二
〇
〇
四
）、
一
七
四
九
号
六
五
頁
（
二
〇
〇
五
）
参
照
）。
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第
二
章　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
制
定
の
経
緯

　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
に
お
い
て
、
株
主
の
閲
覧
請
求
権
（
株
主
調
査
権
。shareholder ’s inspection right

）
を
定
め
る
セ
ク
シ
ョ
ン

二
二（
娃
）
〇
は
、
一
九
六
七
年
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
単
独
株
主
権
と
し
て
行
使
で
き
、
権
利
実
現
の
た
め
の
迅
速
な
手
続
が
用
意
さ
れ

る
な
ど
し
て
い
る
が
、
そ
の
改
正
に
至
る
ま
で
に
は
大
き
な
論
争
が
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

改
正
委
員
会
の
報
告
者
で
あ
っ
たE

. F
olk

教
授
は
当
初
、
①
請
求
前
六
ヶ
月
以
上
の
保
有
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
②
全

種
類
の
社
外
株
式
の
五
％
以
上
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
③
正
当
で
な
い
目
的
を
も
っ
て
請
求
す
る
の
で
な
い
こ
と
、
お
よ

び
過
去
五
年
内
に
株
主
名
簿
を
売
却
し
た
ま
た
は
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
な
い
点
に
つ
き
宣
誓
供
述
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
拒
め
ば
請
求
拒

否
さ
れ
得
る
。
④
会
社
側
に
請
求
目
的
が
正
当
で
な
い
こ
と
の
立
証
責
任
が
あ
る
、
と
の
草
案
を
作
成
し
て
い
た
（
阿
）。
こ
れ
ら
の
要
件
は
④
を

除
け
ば
、
請
求
株
主
側
に
と
り
非
常
に
厳
し
い
も
の
と
い
え
る
。
我
国
に
お
い
て
も
、
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
に
つ
い
て
は
総
株
主
の
議
決

権
の
三
％
あ
る
い
は
発
行
済
株
式
の
三
％
が
行
使
の
要
件
で
あ
り
、
株
主
名
簿
閲
覧
請
求
権
に
い
た
っ
て
は
、
保
有
期
間
を
限
定
し
な
い
単

独
株
主
権
で
あ
る
。
ま
た
、
過
去
に
お
い
て
請
求
株
主
が
株
主
名
簿
や
会
計
帳
簿
の
閲
覧
に
よ
っ
て
知
り
得
た
事
実
を
利
益
を
得
て
第
三
者

に
通
報
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
会
社
は
請
求
を
拒
否
し
得
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
請
求
株
主
の
右
の
行
為
は
過
去
二
年
以
内
の

も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
五
年
の
長
き
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
草
案
に
対
し
、I. M

orris

教
授
は
大
幅
な
変
更
を
加
え
、
請
求
株

主
の
資
格
要
件
を
削
除
し
た
（
哀
）。
五
％
要
件
の
否
定
に
つ
き
、M

orris
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
株
主
閲
覧
請
求
権
行
使
の
鍵
は
、
そ

れ
が
具
体
的
か
つ
合
理
的
か
つ
正
当
な
目
的
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。
五
％
未
満
し
か
保
有
し
な
い
株
主
で
も
、
目
的
が
相
当
で

あ
る
場
合
に
は
、
株
主
な
い
し
そ
の
株
主
と
協
力
・
活
動
関
係
に
あ
る
人
々
の
総
保
有
数
あ
わ
せ
て
五
％
未
満
で
あ
っ
て
も
、
大
し
た
問
題

で
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
問
題
が
起
き
た
場
合
は
請
求
株
主
が
ご
く
近
時
に
株
式
を
取
得
し
た
か
ら
と
言
っ
て
閲
覧
請
求
を
拒
否
す
る
理
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由
も
な
い
（
愛
）」。

　

迅
速
な
処
理
の
た
め
に
衡
平
法
裁
判
所
（C

ourt of C
hancery

）
が
排
他
的
に
司
法
権
を
も
ち
、
ま
た
、
迅
速
な
証
拠
開
示
過
程
を
も
つ

略
式
手
続
が
創
設
さ
れ
た
（
挨
）。
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
は
、
衡
平
法
裁
判
所
が
閲
覧
を
請
求
す
る
側
で
正
当
に
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
簡
便
に
、
救

済
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。

　

要
す
る
に
、
一
九
六
七
年
に
改
正
さ
れ
た
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
に
お
け
る
閲
覧
請
求
の
要
件
は
明
快
で
あ
る
（
姶
）。

　

第
一
に
、
請
求
株
主
は
株
式
の
登
録
名
義
人
（record holder

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
実
質
所
有
者
（beneficial ow

ner

）
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
実
質
所
有
者
は
登
録
名
義
人
を
通
し
て
請
求
行
為
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
が
（
逢
）。
株
主
は
、
自
ら
閲

覧
請
求
す
る
か
、
ま
た
は
代
理
人
に
命
じ
て
閲
覧
請
求
権
を
代
わ
り
に
行
使
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
株
主
自
ら
閲
覧
請

求
す
る
よ
り
も
、
弁
護
士
等
の
専
門
家
に
依
頼
し
、
代
理
人
を
通
し
て
会
社
に
請
求
す
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
次
章
に
述
べ
る
よ

う
に
、
弁
護
士
事
務
所
か
ら
の
デ
ー
タ
を
調
査
し
リ
サ
ー
チ
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
請
求
は
宣
誓
（oath

）
の
形
で
行
わ
れ
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
登
録
さ
れ
て
い
る
事
務
所
か
、
ま
た
は
主
た
る
営
業
所
に
送
達

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
葵
）。

　

第
三
に
、
株
主
は
、
株
主
た
る
地
位
に
基
づ
く
利
益
に
合
理
的
に
関
連
す
る
正
当
な
目
的
の
た
め
に
、
株
主
名
簿
そ
の
他
会
計
帳
簿
・
記

録
（books and records

）
の
閲
覧
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
情
報
提
出
に
関
し
て
、
会
社
の
被
る
合
理
的
コ
ス
ト
を
負
担

す
る
よ
う
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
茜
）。

　

株
主
の
書
面
に
よ
る
請
求
の
の
ち
（
穐
）、
五
日
以
内
に
、
請
求
さ
れ
て
い
る
情
報
を
会
社
が
提
示
し
な
い
場
合
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法

は
、
株
主
が
略
式
手
続
に
よ
っ
て
会
社
に
求
め
る
資
料
・
記
録
の
提
示
を
強
制
す
る
よ
う
衡
平
法
裁
判
所
に
申
立
て
得
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
（
悪
）。
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株
主
の
申
立
て
に
は
、
①
株
主
が
会
社
に
正
当
な
請
求
（proper dem

and

）
を
し
た
こ
と
、
②
請
求
し
た
情
報
の
提
示
が
な
い
ま
ま
、

要
件
と
な
る
日
数
が
過
ぎ
た
こ
と
、
ま
た
は
請
求
が
会
社
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
握
）。

　

株
主
は
、
被
告
会
社
が
申
立
に
対
し
て
回
答
す
る
時
間
を
削
減
し
、
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
の
審
理
日
程
を
決
定
す
る
と
い
う
一
方
的
な

命
令
を
裁
判
所
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
（
渥
）。
一
般
に
こ
の
回
答
は
一
〇
日
以
内
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
審
理
の
日
程
は
二
〜
三
週

間
後
に
定
め
ら
れ
、
必
要
な
ら
、
こ
の
略
式
手
続
は
さ
ら
に
短
縮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
得
る
（
旭
）。
会
計
帳
簿
・
記
録
の
ケ
ー
ス
で
は
、
日

程
は
も
っ
と
引
き
伸
ば
さ
れ
て
い
る
（
葦
）。
も
っ
と
も
、
証
拠
開
示
（discovery

）
は
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
る
。
証
拠
開
示
の
取
調
べ
の
範

囲
を
明
確
に
す
る
の
に
正
当
目
的
に
関
わ
る
審
理
が
重
要
と
な
る
。
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
コ
ッ
パ
ー
社
事
件
で
は
（
芦
）、
そ
こ
で
は
裁
判
所
は
原
告
株
主

の
テ
ン
ダ
ー
オ
フ
ァ
ー
の
地
位
に
関
す
る
と
い
う
限
定
さ
れ
た
閲
覧
に
正
当
目
的
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探
る
こ
と
は
、
証
拠
開
示
の
正
当
な

理
由
と
な
る
が
、
し
か
し
テ
ン
ダ
ー
オ
フ
ァ
ー
の
具
体
的
戦
略
に
関
し
閲
覧
す
る
こ
と
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
す
る
。
被
告
会
社
は
原
告
株

主
の
証
言
録
取
書
（deposition

）
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
証
言
録
取
書
の
範
囲
は
、
原
告
株
主
が
述
べ
る
請
求
の
目
的
の

有
効
性
の
立
証
や
制
定
法
上
の
要
件
の
手
続
的
遵
守
の
範
囲
ま
で
に
厳
し
く
限
定
さ
れ
る
。
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
タ
イ
ム
社
事
件
で
は
（
鯵
）、
裁
判
所
は

記
載
さ
れ
て
い
る
請
求
目
的
に
関
連
し
な
い
証
拠
開
示
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
文
書
の
提
出
も
ま
た
、
制
限
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

被
告
会
社
は
原
告
株
主
が
述
べ
る
目
的
を
立
証
す
る
文
書
を
そ
の
株
主
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
証
拠
開
示
は
、
証
拠

に
引
用
さ
れ
る
か
ま
た
は
審
理
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
文
書
・
資
料
に
限
定
さ
れ
る
（
梓
）。
衡
平
法
裁
判
所
そ
の
他
の
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め

に
、
被
告
会
社
の
証
拠
開
示
請
求
権
を
拡
大
す
る
こ
と
は
な
い
（
圧
）。
マ
イ
ト
社
事
件
で
は
（
斡
）、
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
の
こ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た

傾
向
は
「
正
当
目
的
」
要
件
を
適
用
す
る
際
、
心
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
会
社

支
配
・
買
収
を
め
ぐ
る
争
い
の
場
合
と
同
様
、
幅
広
い
防
御
の
た
め
に
会
社
は
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
に
よ
る
訴
え
を
使
う
傾
向
が
続
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
、
と
判
示
す
る
。
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通
常
、
当
事
者
は
審
理
（hearing

）
の
間
際
に
閲
覧
請
求
手
続
（m

erits

）
に
お
け
る
準
備
書
面
を
提
出
す
る
（
扱
）。
し
ば
し
ば
、
当
事
者

は
審
理
の
日
が
近
づ
く
と
裁
判
を
和
解
終
結
さ
せ
、
申
立
取
下
げ
の
合
意
を
提
出
す
る
と
い
う
方
法
を
選
ぶ
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
ケ
ー
ス

が
審
理
ま
で
進
み
、
裁
判
所
が
原
告
株
主
の
請
求
を
認
め
る
場
合
は
、
裁
判
所
の
命
令
は
通
常
、
文
書
・
資
料
の
即
時
提
出
を
認
め
る
こ
と

に
な
る
（
宛
）。
し
か
し
、
裁
判
所
は
し
ば
し
ば
当
事
者
に
一
定
の
条
件
を
出
す
。「
閲
覧
は
、
会
社
の
事
務
所
に
お
い
て
通
常
の
営
業
時
間
内
に

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
そ
し
て
「
株
主
は
、
情
報
を
分
別
あ
る
方
法
で
閲
覧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
は
「
ど
の
（
登
録
）
株
主
も
宣
誓
を
な
し
た
書
面
に
よ
る
請
求
を
し
た
場
合
、
会
社
の
株

式
原
簿
を
閲
覧
す
る
正
当
目
的
の
た
め
に
通
常
の
営
業
時
間
中
に
閲
覧
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
明
示
的
に
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、
会
計
帳

簿
・
記
録
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
提
出
文
書
資
料
（docum

ents

）
は
株
主
が
述
べ
る
目
的
を
満
た
す
の
に
「
必
要
か
つ
十
分

な
」
も
の
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
（
姐
）。
こ
の
限
定
は
、
侵
害
さ
れ
や
す
い
会
社
の
営
業
上
の
機
密
を
漏
洩
か
ら
守
り
、
請
求
株
主
に
よ
る
濫
用

の
可
能
性
を
阻
止
す
る
。
裁
判
所
は
ま
た
、
株
主
が
会
社
の
文
書
・
資
料
に
接
触
す
る
の
を
認
め
る
前
に
、
秘
密
保
持
の
合
意
（confi den-

tiality agreem
ent

）
を
行
う
よ
う
、
求
め
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

な
お
、
一
九
六
七
年
の
改
正
以
来
、
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
の
大
き
な
変
更
と
し
て
は
、
一
九
八
一
年
に
（
ｄ
）
項
が
付
け
加
え
ら
れ
た
程

度
で
あ
る
。
こ
の
変
更
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
会
社
の
取
締
役
に
よ
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
株
式
原
簿
（stocklist

）
の
閲
覧
権
お
よ
び
会
計
帳

簿
・
記
録
閲
覧
権
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
州
会
社
法
は
今
で
は
そ
の
権
利
を
実
行
す
る
べ
く
、
衡
平
法
裁
判
所
に
お
い
て
、
略
式
の

（
簡
易
のsum
m

ary

）
救
済
を
得
る
こ
と
を
取
締
役
に
対
し
認
め
て
い
る
（
虻
）。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
経
営
者
の
経
営
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
よ
う
と
す
る
株
主
か
ら
の
要
請
の
度
合
い
は
大
き
い
。
右
に
見

て
き
た
よ
う
に
、
株
主
の
閲
覧
請
求
権
の
行
使
の
際
の
請
求
目
的
に
関
す
る
資
料
が
、
同
時
に
証
拠
開
示
の
対
象
と
な
り
得
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
後
の
（
本
案
）
訴
訟
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
迅
速
な
手
続
に
よ
る
権
利
の
実
現
が
で
き
る
か
ど
う
か
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
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う
。
で
は
、
実
際
の
閲
覧
請
求
権
の
運
用
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
に
お
い
て
、
株
主
名
簿
、
会
計
帳
簿
・
記
録
に
分
け
て
詳
し
く

述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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adence Indus. C
orp., N

o. 4765, 1975W
L1962 (D

el. C
h. A

pr. 9, 
1975.
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el. ch. 1975).
（
28
）　

G
eneral T

im
e C
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iller v. L

oft, Inc., 156A
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el. Super. C
t. 1931); G

eneral T
im

e C
orp. v. Talley 

Indus, Inc., 240A
 2d 755 (D

el. Super. C
t. 1968); 2 folk al., supra note 16, §220.8.

（
30
）　

G
oldm

an, supra note 24, at 1815.

（
31
）　

M
ite C

orp v. H
eli-C

oil C
orp., 256A

. 2d 855, 857-58 (D
el. C

h. 1969).

（
32
）　

G
oldm

an, supra note 24, at 1816.

（
33
）　

Id.

（
34
）　2 Folk, et al., supra note 16, §220.5.

（
35
）　2 Folk et al., supra note 16 §220.1; H
. R

. 16, 131
st G

en. A
ssem

bly 10, 63 D
el. L

aw
sch. 25, §9 (1981).

第
三
章　

ア
メ
リ
カ
・
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
お
け
る
株
主
閲
覧
請
求
権
の
行
使
状
況

一
．
株
主
名
簿
に
つ
い
て

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
現
経
営
陣
に
対
し
、
反
対
派
の
株
主
ら
が
、
委
任
状
合
戦
を
も
っ
て
挑
む
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
委
任
状
勧
誘
の
た
め
に
、
株
主
は
他
の
株
主
名
を
知
る
べ
く
、
株
主
名
簿
の
閲
覧
を
請
求
す
る
。
し
か

し
、
会
社
側
は
そ
れ
に
抵
抗
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
株
主
名
簿
を
獲
得
し
た
け
れ
ば
、
会
社
法
上
の
手
続
を
最
初
か
ら
踏
む
よ
う

会
社
は
株
主
に
求
め
る
。
会
社
支
配
を
め
ぐ
る
委
任
状
合
戦
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
経
営
陣
の
と
る
態
度
で
あ
る
（
飴
）。
株
主

が
会
社
法
上
の
手
続
に
の
っ
と
り
、
株
主
名
簿
の
閲
覧
を
会
社
に
求
め
て
き
た
場
合
、
会
社
は
株
主
が
正
当
目
的
を
述
べ
て
い
な
い
と
か
、

法
律
上
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
と
し
て
、
そ
の
提
示
を
拒
否
す
る
。
株
主
と
し
て
は
、
目
的
の
正
当
性
が
あ
る
と
し
て
迅
速
な
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裁
判
を
求
め
、
申
立
を
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
間
に
も
、
当
該
株
主
に
よ
る
委
任
状
合
戦
の
勧
誘
の
ス
タ
ー
ト
が
遅
れ

る
。
現
経
営
陣
と
し
て
は
、
自
ら
の
側
の
計
画
と
戦
略
を
立
て
る
の
に
時
間
か
せ
ぎ
が
で
き
る
。
株
主
は
、
右
記
の
裁
判
手
続
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
時
間
を
使
う
上
、
金
銭
的
に
も
負
担
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
社
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
非
常
に
有
利
で
あ
り
、
会
社

が
こ
の
よ
う
な
引
き
延
ば
し
戦
略
を
ぐ
ず
ぐ
ず
と
と
り
続
け
る
場
合
、
株
主
が
対
抗
す
る
に
は
会
社
の
評
判
を
攻
撃
す
る
し
か
な
い
（
絢
）。
株
主

側
が
、
経
営
陣
を
追
放
す
る
た
め
に
委
任
状
勧
誘
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
衡
平
法
裁
判
所
は
株
主
名
簿
の
提
示
を
命
じ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
現
経
営
陣
は
そ
の
会
社
の
株
主
ら
の
注
視
す
る
中
で
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
す
な
わ
ち
会
社
と
株
主
ら

と
の
良
好
な
関
係
の
失
敗
を
喫
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
会
社
と
し
て
は
、
衡
平
法
裁
判
所
に
よ
る
株
主
名
簿
の
提
示
命
令
の
決
定

か
ら
さ
ら
に
上
訴
を
提
出
し
て
命
令
の
執
行
停
止
を
求
め
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
（
綾
）。

　

で
は
、
請
求
株
主
側
は
ど
の
く
ら
い
の
成
功
率
で
株
主
名
簿
を
閲
覧
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
末
尾
に
添
付
し
た
表
１
〜

４
は
一
九
八
二
年
の
間
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
衡
平
法
裁
判
所
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
に
関
連
す
る
九
一
ケ
ー
ス
を
サ
ン
プ
ル

と
す
る
統
計
で
あ
る
（
鮎
）。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
郡
の
衡
平
法
裁
判
所
の
公
式
記
録
に
よ
る
リ
サ
ー
チ
で

あ
る
。
主
と
し
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
閲
覧
に
関
す
る
制
定
法
に
基
づ
い
て
集
め
ら
れ
分
類
さ
れ
て
い
る
、
確
認
で
き
る
だ
け
の
約
二
五
〇

ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ら
ケ
ー
ス
の
う
ち
、
完
全
な
デ
ー
タ
が
利
用
で
き
な
い
も
の
は
サ
ン
プ
ル
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
残
る
九
一
ケ
ー
ス
が

調
査
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

　

表（
或
）
１
の
よ
う
に
九
一
ケ
ー
ス
の
う
ち
七
一
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
七
八
％
に
お
い
て
、
原
告
株
主
は
株
主
名
簿
を
獲
得
し
た
。
こ
の
七
一
ケ
ー

ス
の
う
ち
、
裁
判
所
は
二
五
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
原
告
株
主
側
勝
訴
の
判
断
を
下
し
、
残
る
四
六
ケ
ー
ス
で
は
原
告
株
主
が
株
主
名
簿
を
獲

得
し
申
立
を
取
り
下
げ
た
。

　

サ
ン
プ
ル
中
、
二
〇
ケ
ー
ス
つ
ま
り
、
二
二
％
に
お
い
て
、
原
告
株
主
は
株
主
名
簿
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
裁
判
所
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表１　株主名簿閲覧請求に伴う各項目の結果ごとの記述的統計

項目 * 中間値 標準
偏差値 最小値 中央値 最大値

Panel A：原告は株主名簿閲覧に成功（71 件）

DELAY（遅延） 111.9 168.4 9 43 980

PLTPAGES（原告提出頁数） 81.1 111.9 4 39 700

DEFPAGES（被告提出頁数） 56.7 91.2 0 18 500

TOTPAGES（両当事者〃〃） 137.8 187.9 8 66 1,200

PLTTOTAL（原告提出総頁数） 68.4％ 22.6％ 6.0％ 71.4％ 100.0％

INDADJROA（売上総資産利益率） - 9.3％ 38.0％ - 203.3％  0.5％ 24.4％

Panel B：原告は株主名簿閲覧に失敗（20 件）

DELAY（遅延） 187.2 256.5 9 70 876

PLTPAGES（原告提出頁数） 128.1 344.5 4 19 1550

DEFPAGES（被告提出頁数） 79.7 177.6 0 5 600

TOTPAGES（両当事者〃〃） 207.8 493.9 7 26 2,150

PLTTOTAL（原告提出総頁数） 70.3％ 31.4％ 6.3％ 74.8％ 100.0％

INDADJROA（売上総資産利益率） 0.8％ 9.2％ - 22.3％ 1.7％ 16.0％

Panel C：平均差の t検定統計と AB間の中央値の差のウィルコクソン検定 Z統計

項目 t検定統計 ウィルコクソン検定（Z統計）

DELAY（遅延） 1.24 1.02
PLTPAGES（原告提出頁数） 0.60 2.56***

DEFPAGES（被告提出頁数） 0.56 1.55
TOTPAGES（両当事者〃〃） 0.62 1.83**

PLTTOTAL（原告提出総頁数） 0.25 0.95
INDADJROA（売上総資産利益率） 1.69* 0.36

***パネル A、Bにおいてレベル .01 の差

**パネル A、Bにおいてレベル .10 の差

*項目の定義は以下の通り
DELAY：請求から結果が出るまでの日数
PLTPAGES：原告により提出された書類のページ数
DEFPAGES：被告により提出された書類のページ数
TOTPAGES：原告・被告両者により提出された書類のページ数
PLTTOTAL：原告により提出された総提訴書類のページの割合
INDADJROA：SICコード基準産業の平均で調整された売上総資産利益率

（440）



61

アメリカにおける株式名簿・会計帳簿閲覧請求権をめぐる問題と行使状況

が
株
主
の
請
求
を
四
度
に
も
わ
た
っ
て
否
定
し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
他
の
一
六
ケ
ー
ス
で
は
株
主
が
株
主
名
簿
を
閲
覧
す
る
こ
と
な
し
に

申
立
を
取
り
下
げ
て
い
る
。
学
者
の
中
に
は
、
州
裁
判
所
は
常
に
会
社
に
株
主
名
簿
を
出
す
よ
う
主
張
す
る
者
も
い
る
が
（
粟
）、
全
ケ
ー
ス
で
株

主
名
簿
を
得
る
と
い
う
結
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
現
実
に
は
、
明
ら
か
に
非
常
に
高
い
率
で
株
主
名
簿
を
閲
覧
で
き
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
表
１
は
調
査
対
象
の
項
目
（
す
な
わ
ち
変
数
）
に
つ
き
記
述
統
計
値
（descriptive statistics

）、
す
な
わ
ち
サ
ン
プ
ル
デ
ー
タ

か
ら
母
集
団
の
特
性
を
推
測
す
る
推
測
統
計(inferential statistics)

に
対
す
る
も
の
で
平
均
値
、
標
準
偏
差
な
ど
を
用
い
て
デ
ー
タ
の
集

団
と
し
て
の
特
性
を
記
述
す
る
統
計
を
示
し
て
い
る
。
サ
ン
プ
ル
は
い
く
つ
か
の
変
数
に
つ
き
重
要
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ア
ー
を
含
む
た
め
、

「
両
方
が
完
全
な
も
の
と
し
て
表
中
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
」
の
平
均
（m

eans

）
よ
り
む
し
ろ
中
央
値
（m

edians

）
を
比
較
す
る
ほ
う

が
、
よ
り
有
益
で
あ
る
。
上
段
Ａ
（P

anel A

）
は
、
原
告
株
主
が
株
主
名
簿
を
閲
覧
で
き
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
要
約
し
た
統
計
で
あ
り
、

他
方
、
中
段
Ｂ
（P

anel B

）
は
、
原
告
株
主
が
株
主
名
簿
を
獲
得
し
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
同
じ
統
計
を
示
す
。
下
段
Ｃ

（P
anel C

）
は
、
変
数
の
平
均
に
お
け
る
違
い
に
つ
い
て
の
ｔ
統
計
（t-statistics

）
お
よ
び
変
数
の
中
央
値
に
お
け
る
違
い
に
つ
い
て

の
ｚ
統
計
（z-statistics

）
を
示
す
。

　

第
一
の
項
目
（
変
数
）
で
あ
る
「
遅
延
（D

E
L

A
Y

）」
は
「
結
果
日
」
と
「
請
求
日
」
と
の
間
の
日
数
で
あ
る
。
原
告
株
主
が
解
決
ま

で
に
必
要
と
す
る
長
さ
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。「
請
求
日
」
と
は
、
原
告
株
主
が
会
社
に
対
し
、
株
主
名
簿
を
提
示
す
る
よ
う
書
面
に

よ
っ
て
請
求
を
な
し
た
日
で
あ
る
。
こ
の
「
日
」
は
株
主
が
会
社
に
送
付
す
る
請
求
書
面
（
衡
平
法
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
際
、
株
主
の
訴

状
に
添
付
さ
れ
る
）
か
ら
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
日
で
あ
る
。「
結
果
日
」
と
は
、
裁
判
所
の
命
令
ま
た
は
当
事
者
間
の
訴
訟
上
の
合
意

の
あ
っ
た
日
で
あ
る
。
原
告
を
勝
た
せ
る
内
容
の
裁
判
所
の
命
令
が
下
さ
れ
る
場
合
、「
結
果
日
」
と
し
て
、
株
主
名
簿
が
提
示
さ
れ
た
日

が
使
わ
れ
て
い
る
。
請
求
が
否
定
さ
れ
た
場
合
、
結
果
日
と
し
て
裁
判
所
の
命
令
が
あ
っ
た
日
が
使
わ
れ
た
。
申
立
取
下
げ
に
つ
い
て
は
、

我
々
は
株
主
名
簿
の
否
定
を
結
果
日
と
し
て
申
立
の
取
下
げ
登
録
日
が
使
わ
れ
た
。
株
主
名
簿
の
提
示
を
め
ぐ
り
当
事
者
が
同
意
し
た
場
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合
、
申
立
取
下
げ
中
に
存
在
す
る
提
出
の
日
が
結
果
日
と
し
て
使
わ
れ
た
。
株
主
が
、
株
主
名
簿
を
閲
覧
す
る
の
に
か
か
っ
た
日
数

（D
E

L
A

Y

）
は
、
中
央
値
で
四
三
日
、
平
均
で
一
一
二
日
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
株
主
名
簿
を
閲
覧
で
き
な
か
っ
た
株
主
ら
が
要
し
た

日
数
（D

E
L

A
Y

）
は
中
央
値
七
〇
日
、
平
均
一
八
七
日
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
間
の
違
い
は
コ
ン
マ
〇
五
レ
ベ
ル
で

さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
）。

　

表
１
中
の
三
つ
の
項
目
（
変
数
）
群
は
、
訴
訟
の
た
め
提
出
さ
れ
た
書
類
等
の
ペ
ー
ジ
数
を
計
測
し
た
も
の
で
あ
る
。
提
出
資
料
の
ペ
ー

ジ
数
は
訴
訟
費
用
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
提
出
ペ
ー
ジ
数
が
多
い
ほ
ど
、
か
か
る
費
用
も
大
き
く
な
る
。
も
ち

ろ
ん
、
他
に
か
か
る
費
用
は
ど
ん
な
訴
訟
を
提
起
す
る
に
せ
よ
、
つ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
書
類
の
ペ
ー
ジ
数
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
か

か
る
コ
ス
ト
も
増
加
す
る
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
こ
の
変
数
は
原
告
株
主
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
数
（P

L
T

P
A

G
E

S

）、

被
告
会
社
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
数
（D

E
F

P
A

G
E

S

）、
お
よ
び
両
当
事
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
総
数

（T
O

T
PA

G
E

S

）
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
変
数
の
平
均
値
レ
ベ
ル
は
よ
り
有
益
に
み
え
る
変
数
の
平
均
値
レ
ベ
ル
を
な
し
な
が
ら
大

き
な
偏
在
値
（outliers

）
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
株
主
名
簿
の
閲
覧
に
成
功
し
な
か
っ
た
株
主
は
、
わ
ず
か
に
高
い
平
均
値
の
ペ
ー
ジ
数

を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
央
値
を
見
る
と
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
提
出
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
数
の
中
央

値
は
、
原
告
株
主
が
株
主
名
簿
を
閲
覧
で
き
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
う
ち
の
二
つ
で
、
か
な
り
高
い
。
こ
の
結
果
は
、
提
出
ペ
ー

ジ
数
を
増
や
す
こ
と
は
原
告
株
主
が
株
主
名
簿
を
得
る
と
い
う
蓋
然
性
を
大
き
く
す
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
直
感
と
適
合
す
る
。
被
告
会
社

に
よ
り
提
出
さ
れ
る
ペ
ー
ジ
数
の
割
合
（D

E
F

T
O

T
A

L

）
は
、
原
告
株
主
が
株
主
名
簿
を
閲
覧
で
き
な
い
場
合
よ
り
大
き
い
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

表
１
は
ま
た
、
デ
ー
タ
が
入
手
可
能
な
六
二
の
公
開
会
社
で
、
株
主
名
簿
が
請
求
さ
れ
た
年
の
前
年
度
（
会
計
年
度
）
に
二
桁
の
Ｓ
Ｉ
Ｃ

コ
ー
ド
産
業
の
平
均
（IN

D
A

D
JR

O
A

）―

こ
の
計
測
は
、
会
計
・
財
務
関
係
の
分
野
で
多
数
の
研
究
に
お
い
て
最
近
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
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も
の
で
あ
る
が―

こ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
売
上
総
資
産
利
益
率
に
関
す

る
デ
ー
タ
を
示
す
。
表
１
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
原
告
が
株
主
名
簿
を

閲
覧
で
き
た
ケ
ー
ス
で
は
、
そ
の
（IN

D
A

D
JR

O
A

）
平
均
は
、
九
・
三
％
で

あ
り
、
閲
覧
で
き
な
か
っ
た
サ
ン
プ
ル
＋
〇
・
九
％
と
比
べ
、
平
均
は
統
計

的
に
は
一
〇
％
レ
ベ
ル
と
大
き
い
。
た
だ
し
中
央
値
は
、
大
き
な
差
は
な

い
。

　

表
２
は
株
主
ら
の
記
載
す
る
株
主
名
簿
閲
覧
請
求
目
的
に
つ
い
て
の
統
計

で
あ
る
（
袷
）。
前
述
の
よ
う
に
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
に
よ
る
と
、
株
主
名
簿

を
閲
覧
請
求
す
る
に
は
、
株
主
は
適
法
か
つ
適
正
な
目
的
、
つ
ま
り
要
件
で

あ
る
正
当
目
的
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
当
目
的
が
要
件
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
正
当
で
な
い
株
主
名
簿
の
請
求
を
選
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不

当
な
請
求
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
目
的
の
２
、
３
、
５
は
株

主
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
直
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
全
体
（
一
一

四
ケ
ー
ス
）
の
六
一
％
に
の
ぼ
る
。
こ
の
三
つ
の
目
的
の
一
つ
を
述
べ
る
場

合
、
株
主
は
株
主
名
の
閲
覧
に
八
三
％
以
上
で
成
功
し
て
い
る
。
一
方
、
他

の
目
的
を
示
し
た
株
主
は
、
七
〇
％
の
割
合
で
成
功
す
る
。
こ
れ
ら
の
違
い

は
、
統
計
的
に
は
一
〇
％
レ
ベ
ル
と
、
大
き
く
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
他
の
株
主
ら
と
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
に
株
主
名
簿
を
請
求
す

表２　株主の記載請求目的の頻度［株主名簿］

株主名簿閲覧成功 株主名簿閲覧失敗

原告
勝訴

取下＋
閲覧　

原告
敗訴

取下＋
不閲覧

取下
（不明）

1．株式価値を知る  4  8 0 2  4
2．委任状・合意の為他の株主と接触 13 23 2 1  3
3．公開買付の為他の株主と接触  5 10 0 1  3
4．経営陣の忠実義務違反の調査  2  9 1 2  0
5．総会提案議題を他の株主と討議  3  4 1 0  1
6．取締役が忠実義務履行する  1  1 0 0  1
7．その他  2  3 0 2  1
8．不記載  0  1 0 0  0

合計 114 ★ 30 59 4 8 13

★複数の目的が記載されるため、表１の合計（91 件）よりも多くなっている。
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る
株
主
は
他
の
目
的
を
述
べ
る
株
主
よ
り
も
成
功
し
や
す
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
、
提
起
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
一
七
％
に
お
い
て
は
、
株
主

名
を
閲
覧
す
る
の
に
失
敗
し
て
い
る
。

二
．
会
計
帳
簿
・
記
録
に
つ
い
て

　

で
は
、
会
計
帳
簿
・
記
録
請
求
権
に
つ
い
て
の
行
使
状
況
は
ど
う
か
。
表
３
は
、
同
じ
時
期
の
五
三
ケ
ー
ス
に
関
す
る
統
計
で
あ
る
（
安
）。
表

３
に
お
い
て
、
上
段
Ａ
は
原
告
株
主
が
会
計
帳
簿
・
記
録
を
獲
得
し
た
ケ
ー
ス
の
簡
単
な
統
計
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
中
段
Ｂ
は
原
告
株
主

が
、
会
計
帳
簿
・
記
録
を
獲
得
し
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
の
統
計
で
あ
る
。
下
段
Ｃ
は
、
平
均
の
差
に
つ
い
て
の
ｔ
検
定
の
統
計
量
お
よ
び
中
央

値
の
差
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ル
コ
ク
ソ
ン
検
定
の
Ｚ
統
計
量
で
あ
る
。

　

原
告
株
主
は
、
提
起
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
約
六
八
％
（
五
三
件
中
三
六
件
）
に
お
い
て
、
会
計
帳
簿
・
記
録
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ

れ
ら
の
成
功
の
う
ち
、
一
三
件
は
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
二
三
件
は
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
株
主
た
ち

が
帳
簿
・
記
録
を
閲
覧
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
一
七
件
の
う
ち
、
三
件
は
裁
判
所
の
命
令
、
残
る
一
四
件
は
情
報
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
の
申

立
取
下
げ
で
あ
っ
た
（
庵
）。

　

前
述
の
、
株
主
名
簿
の
場
合
と
同
様
、「
遅
延
（D

E
L

A
Y

）」
と
は
、
結
果
日
と
請
求
日
と
の
間
の
日
数
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
告
株
主

の
請
求
が
解
決
さ
れ
る
の
に
か
か
る
時
間
の
長
さ
を
計
測
す
る
。
株
主
が
、
会
計
帳
簿
・
記
録
を
得
た
場
合
の
遅
延
の
中
央
値
と
平
均
値
は

一
〇
九
日
と
二
一
〇
日
で
あ
り
、
一
方
、
会
計
帳
簿
・
記
録
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
二
五
九
日
と
三
四
八
日
で
あ
る
。
二
グ
ル
ー
プ
の

間
の
中
央
値
と
平
均
値
の
差
は
大
き
い
。

　

表
３
に
示
さ
れ
る
三
つ
の
変
数
は
訴
訟
の
際
に
提
出
さ
れ
た
書
類
等
の
ペ
ー
ジ
数
を
計
測
し
て
い
る
。
面
接
し
た
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
弁
護

士
ら
は
単
純
な
会
計
帳
簿
・
記
録
の
ケ
ー
ス
を
、
審
理
に
持
ち
込
む
の
に
二
万
五
千
ド
ル
〜
五
万
ド
ル
か
か
る
が
、
請
求
に
対
し
強
い
抵
抗
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表３　会計帳簿・記録閲覧請求に伴う各項目の結果ごとの記述的統計

項目 * 中間値 標準
偏差値 最小値 中央値 最大値

　Panel A：原告は帳簿・記録閲覧に成功（71 件）

DELAY（遅延） 210.7 242.4 9 109 980

PLTPAGES（原告提出頁数） 93.3 219.3 6 35 1342

DEFPAGES（被告提出頁数） 55.6 85.4 0 13 341

TOTPAGES（両当事者〃〃） 148.9 277.8 8 61 1648

PLTTOTAL（原告提出総頁数） 70.0％ 25.3％ 20.0％ 74.5％ 100.0％

INDADJROA（売上総資産利益率） 1.4％ 13.8％ - 38.1％ 0.8％ 21.9％

　Panel B：原告は帳簿・記録閲覧に失敗（20 件）

DELAY（遅延） 347.8 275.6 27 259 876

PLTPAGES（原告提出頁数） 86.8 171.1 4 25 700

DEFPAGES（被告提出頁数） 59.5 119.7 0 19 500

TOTPAGES（両当事者〃〃） 146.4 288.7 6 46 1,200

PLTTOTAL（原告提出総頁数） 67.5％ 27.4％ 6.3％ 72.7％ 100.0％

INDADJROA（売上総資産利益率） - 1.2％ 11.0％ - 22.3％ 1.7％ 7.2％

　Panel C：平均差の t検定統計と AB間の中央値の差のウィルコクソン検定 Z統計

T検定統計 ウィルコクソン検定 Z統計

DELAY（遅延） 　1.84** 　 2.00***

PLTPAGES（原告提出頁数） 0.11 1.19
DEFPAGES（被告提出頁数） 0.12 0.07
TOTPAGES（両当事者〃〃） 0.03 0.51
PLTTOTAL（原告提出総頁数） 0.34 0.29
INDADJROA（売上総資産利益率） 0.40 0.27

***パネル A、Bにおいてレベル .01 の差
**パネル A、Bにおいてレベル .10 の差

*項目の定義は以下の通り
DELAY：請求から結果が出るまでの日数
PLTPAGES：原告により提出された書類のページ数
DEFPAGES：被告により提出された書類のページ数
TOTPAGES：原告・被告両者により提出された書類のページ数
PLTTOTAL：原告により提出された総提訴書類のページの割合
INDADJROA：SICコード基準産業の平均で調整された売上総資産利益率
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が
あ
れ
ば
そ
の
費
用
は
さ
ら
に
跳
ね
上
が
る
と
見
積
も
る
。

　

株
主
名
簿
と
同
様
、
項
目
（
変
数
）
は
原
告
株
主
よ
り
提
出
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
数
（P

L
T

P
A

G
E

S

）、
被
告
会
社
よ
り
提
出
さ
れ
た
ペ
ー
ジ

数
（D

E
F

PA
G

E
S

）
お
よ
び
両
当
事
者
よ
り
提
出
さ
れ
た
総
ペ
ー
ジ
数
（T

O
T

PA
G

E
S

）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
数
の
平
均

レ
ベ
ル
は
大
き
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ア
ー
に
影
響
さ
れ
、
よ
り
有
益
に
見
え
る
変
数
の
中
央
値
レ
ベ
ル
を
形
成
す
る
。

　

閲
覧
に
成
功
し
な
か
っ
た
株
主
の
有
す
る
三
つ
の
変
数
の
う
ち
の
二
つ
に
つ
い
て
、
提
出
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
数
の
平
均
お
よ
び
中
央
値
は
、

深
刻
で
は
な
い
に
し
て
も
、
低
い
。
被
告
会
社
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
総
ペ
ー
ジ
数
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
ケ
ー
ス
を
提
起
す
る
当
事
者
側
の
相

対
的
負
担
量
を
示
す
（D

E
F

T
O

T
A

L

）。
リ
サ
ー
チ
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
仮
説
が
立
て
ら
れ
た
。
被
告
会
社
に
よ
り
提
出
さ
れ
る

ペ
ー
ジ
数
の
割
合
が
高
い
ほ
ど
、
原
告
株
主
が
会
計
帳
簿
・
記
録
を
閲
覧
で
き
な
く
な
る
と
。

　

表
３
は
、
さ
ら
に
会
計
帳
簿
・
記
録
閲
覧
請
求
が
二
一
の
公
開
会
社
に
出
さ
れ
た
年
の
前
営
業
年
度
に
二
桁
の
Ｓ
Ｉ
Ｃ
コ
ー
ド
産
業
の
平

均
で
調
整
さ
れ
る
売
上
総
資
産
利
益
率
（IN

D
A

D
JR

O
A

）
に
関
す
る
デ
ー
タ―

こ
の
計
測
も
、
会
計
・
財
務
関
係
の
分
野
で
多
数
の
研
究

に
お
い
て
最
近
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る―
で
、
利
用
可
能
な
も
の
を
示
す
。
原
告
が
帳
簿
・
記
録
を
得
る
ケ
ー
ス
で
は
、
そ
の

（IN
D

A
D

JR
O

A

）
平
均
は
原
告
が
帳
簿
・
記
録
を
得
ら
れ
な
い
場
合
（
一
・
二
％
）
に
比
べ
＋
一
・
四
％
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
差
は
平

均
、
中
央
値
、
ど
ち
ら
に
も
大
し
た
違
い
は
な
い
。

　

表
４
は
、
会
計
帳
簿
・
記
録
閲
覧
請
求
の
際
に
記
載
さ
れ
る
目
的
と
閲
覧
の
結
果
の
度
数
分
布
を
示
す
（
按
）。
４
と
６
の
目
的
は
、
会
社
の
経

営
の
失
敗
、
ま
た
は
取
締
役
と
し
て
の
誠
実
義
務
の
不
履
行
に
関
し
て
調
査
す
る
た
め
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
目
的
の

ど
ち
ら
か
を
掲
げ
た
株
主
ら
は
帳
簿
・
記
録
を
得
る
の
に
、
七
一
・
五
％
の
率
で
成
功
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
目
的
を
述
べ
た
場
合
の

成
功
率
は
、
約
六
三
・
五
％
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
結
果
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、（
一
）
株
主
ら
が
閲
覧
請
求
に
関
す
る
州
会
社
法
を
使
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
望
む
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
に
常
に
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
、
と
い
う
こ
と
。
特
に
、
会
計
帳
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簿
・
記
録
を
求
め
て
い
る
場
合
は
な
お
さ
ら
と
い
う
こ
と
。（
二
）
こ
れ
ら
法
律
（
州

会
社
法
）
の
下
で
、
帳
簿
・
記
録
を
求
め
る
株
主
ら
は
結
果
が
出
る
ま
で
数
ヶ
月
待

つ
つ
も
り
で
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
株
主
名
簿
の
場
合
に

比
べ
る
と
相
当
長
い
遅
延
で
あ
る
。

　

ど
れ
く
ら
い
の
費
用
が
か
か
る
か
に
つ
い
て
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
弁
護
士
ら
に

よ
る
と
、
株
主
名
簿
に
つ
き
、
一
万
〜
二
万
五
千
ド
ル
の
弁
護
士
費
用
が
必
要
な
よ

う
で
あ
る
。
さ
ら
に
会
計
帳
簿
・
記
録
の
ケ
ー
ス
に
な
る
と
、
単
純
な
ケ
ー
ス
で
も

二
万
〜
五
万
ド
ル
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
料
金
は
、
会
社
が
、
よ
り
真
剣

に
争
っ
て
く
る
態
度
を
示
す
場
合
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
会
計
帳
簿
・
記
録
の
場

合
、
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
。
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表 4　株主の記載請求目的の頻度［会計帳簿・記録］

株主名簿閲覧成功 株主名簿閲覧失敗

原告
勝訴

取下＋
閲覧　

原告
敗訴

取下＋
不閲覧

取下
（不明）

1．株式価値を知る  6 11 0 2 10
2．委任状・合意の為他の株主と接触  2  6 2 0  0
3．公開買付の為他の株主と接触  0  2 1 0  0
4．経営陣の忠実義務違反の調査  5 11 1 2  4
5．総会提案議題を他の株主と討議  0  2 1 0  0
6．取締役が忠実義務履行する為  2  2 0 0  1
7．その他  1  3 0 2  1

合計 80 ★ 16 37 5 6 16

★複数の目的が記載されるため、表３の合計（53 件）よりも多くなっている。
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（
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artin, supra note 39, at 12. 

筆
者
は
申
立
を
取
下
げ
て
も
、
帳
簿
・
記
録
の
提
示
が
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
の
弁
護
士
ら
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
。
当
事
者
に
よ
る
一
四
の
申
立
取
下
げ
ケ
ー
ス
の
う
ち
の
一
二
ケ
ー
ス
で
は
、
弁
護
士
は
会
社
側
か
ら
の
会
計
帳
簿
・
記
録
の
提
示
が

あ
っ
た
か
に
つ
き
記
憶
が
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
。

（
45
）　

T
hom

as,supra note 10, at 353.

第
四
章　

結
語

　

本
論
文
で
は
、T

hom
as

の
論
文
を
中
心
に
、
ア
メ
リ
カ
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
の
下
に
お
け
る
株
主
の
株
主
名
簿
、
会
計

帳
簿
・
記
録
調
査
権
の
行
使
状
況
の
紹
介
と
手
続
の
違
い
か
ら
く
る
行
使
の
平
易
さ
と
困
難
さ
の
検
討
を
試
み
た
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
経
営
陣
の
経
営
ミ
ス
や
不
法
行
為
ひ
い
て
は
証
券
詐
欺
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
代
表
訴
訟
（derivative 

action

）
な
い
し
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
が
よ
く
提
起
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
前
提
と
な
る
証
拠
と
し
て
、
会
社
の
会
計
帳
簿
・
記
録

が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
担
当
弁
護
士
は
証
拠
開
示
の
手
段
と
し
て
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
を
使
っ
て
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
よ

う
と
す
る
。
ま
た
、
株
主
名
簿
に
関
し
て
も
委
任
状
合
戦
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
る
た
め
、
や
は
り
ぜ
ひ
と
も
株
主
名
簿
が
必
要
で
あ
る
。
委

任
状
合
戦
に
関
す
る
ル
ー
ル
と
し
て
連
邦
法
（federal law

）
上
の
規
則
で
あ
る
ル
ー
ル
一
四―

七
が
あ
る
が
、
そ
の
規
則
に
よ
る
と
、
会

社
側
は
株
主
に
株
主
名
簿
を
見
せ
ず
、
委
任
状
説
明
書
や
書
式
を
請
求
株
主
の
費
用
で
会
社
が
送
付
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
も
つ
た
め
、
株

主
は
、
他
の
株
主
ら
に
強
く
訴
え
る
活
動
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
に
よ
っ
て
株
主
名
簿
に
じ
か
に
ア
ク

（448）
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セ
ス
し
た
い
と
い
う
株
主
側
の
要
請
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
我
国
に
お
い
て
、
も
の
言
う
株
主
、
機
関
投
資
家
や
外
国
人
株
主
が
増
え
る
昨

今
、
さ
ら
に
買
収
が
ブ
ー
ム
と
な
り
つ
つ
あ
る
今
後
は
な
お
さ
ら
、
委
任
状
合
戦
や
株
主
代
表
訴
訟
、
株
主
提
案
の
件
数
も
増
え
る
で
あ
ろ

う
し
、
そ
う
す
る
と
ま
す
ま
す
株
主
の
情
報
収
集
権
が
重
要
と
な
ろ
う
。
近
い
将
来
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
の
状
況
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
必
至
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
さ
え
、
セ
ク
シ
ョ
ン
二
二
〇
に
お
け
る
株
主
の
閲
覧
請
求
は
費
用
、
日
数
ど
ち
ら
を
と
っ
て
も
ス

ム
ー
ズ
に
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
我
国
に
お
い
て
は
、
迅
速
な
略
式
手
続
が
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

な
い
点
で
、
ま
す
ま
す
前
途
多
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
被
告
会
社
側
に
請
求
目
的
の
不
当
性
を
立
証
す
る
責
任
が
あ
る
と
の
判
例
理

論
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
は
救
い
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
法
律
上
明
記
す
る
と
と
も
に
、
株
主
名
簿
を
閲
覧
さ
せ
る
場
合
の
個
人
情
報
の
保

護
、
会
計
帳
簿
を
閲
覧
さ
せ
る
場
合
の
会
社
側
の
企
業
秘
密
保
護
の
利
益
も
考
慮
し
つ
つ
株
主
の
情
報
収
集
権
を
迅
速
に
実
現
す
る
た
め
の

手
続
を
整
備
す
る
、
さ
ら
な
る
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
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